
平成２３年度公共事業再評価対象事業調書 
１ 事業の概要 

事 業 名       河川事業 七瀬川 事業所管課 建設局水と緑環境部 
河川整備課 

事 業 区 間       自:京都市伏見区竹田狩賀町（東高瀬川合流部） 
至:京都市伏見区深草大亀谷東久宝寺町（遊水地）  延長又は面積 延長Ｌ＝1,095ｍ（950＋145）

幅員Ｗ＝10.80～15.70ｍ 
事業概要 

本河川は，伏見区を東西に流れ，一級河川東高瀬川に合流している都市河川であるが，治水安全度

が全川的に低く河道断面が小さいため，浸水被害が発生している。そのため，治水安全度の向上を目

指し河道断面の拡大及び遊水地の設置を行う必要がある。また，東高瀬川合流部から新門丈橋上流ま

での区間は，まちづくりの一環として二層式河川の施工を行い，下部は治水施設，上部はせせらぎ河

川とし，水と緑豊かな水辺空間として整備を行う。 
 

 
２ 事業の必要性等に関する視点 
【事業の進捗状況】 

都市計画決定 － 事業採択年度 平成４年度 用地着手年度 平成４年度 

工事着手年度 平成５年度 完成予定年度 当初 平成１３年度 
変更 平成２９年度   

年度 全体事業 平成２１年度以前 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度以降

工事 
L= 1,095ｍ 

C= 6,142 百万円 

L=  950ｍ 

C= 5,542 百万円 

L=   0ｍ 

C=   0 百万円 

L=   0ｍ 

C=    0 百万円 

L=   145ｍ 

C=  600 百万円 

用地 
A= 5,049 ㎡ 

C= 1,664 百万円 

A= 3,506 ㎡ 

C= 1,387 百万円 

A=  962 ㎡ 

C=  157 百万円 

A=   364 ㎡ 

C=   70 百万円 

A=   217 ㎡ 

C=   50 百万円 

その他 
 

C= 2,462 百万円 

 

C= 2,255 百万円 

 

C=   68 百万円 

 

C=   62 百万円 

 

C=   77 百万円 

計 C= 10,268 百万円 C= 9,184 百万円 C=  225 百万円 C=  132 百万円 C=  727 百万円 

進捗率 

(累積) 
 89.4% 91.6% 92.9% 100% 

事業の進捗状況 
 平成１８年度（前回）再評価時の対応方針は，「これまでの事業の遅れを取り戻すため，施工方法・

手順の見直しを行い，事業効果の早期発現に向け取り組んでおり，平成１９年度中には二層式区間が整

備され，治水効果が発現される予定であることから，事業継続は妥当である」とのことであった。その

後，二層式区間を完成させ，遊水地の詳細設計及び用地買収を進めてきた。 
平成２０年度：二層式区間完成（L=９５０ｍ），遊水地概略設計 
平成２１年度：遊水地詳細設計 
平成２２年度：用地買収 
平成２３年度：用地買収 
平成２４年度以降：用地買収，橋梁設計，橋梁工事，河川付替え工事，遊水地本体工事 
当初計画に比べて事業が遅れた理由 

逼迫する財政状況にあって，想定氾濫区域内の資産が集中している河川や，下水道など他事業と連携

して整備する河川に集中投資せざるを得ず，本事業に予算を配分できなかったことから，二層式河川の

改修及び遊水地箇所の用地買収が遅れた。  
 
【事業を巡る社会経済情勢等の変化】 

急速な宅地化の進行に伴い，流域の雨水流出量が増加している。 
 

 

Ｎｏ．５  
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【上位計画から見た事業の有効性】 

京都市基本計画 事業ごとの上位計画 具体的な効果等 

□ うるおい 
□ 活性化 
□ すこやか 
■  まちづくり 
■  行政経営の大綱 

京都市第１０次治水五箇年計画

（建設局，平成１９年１０月策

定） 

二層式河川の整備により，下部

河川は治水安全度の向上，上部

河川は，せせらぎと水と緑豊か

な水辺空間としての地域環境

の整備に貢献できる。 

 
【指標による評価】 

客観的評価指標 評価結果 

事業採択についての条件を確認す

るための指標 

事業の投資効果 
（費用便益分析） Ｂ／Ｃ   ＝ １．９０ 

事業の要件 指標該当状況：○有・無 

事業の効果や必要性を評価するた

めの指標 評価軸に対する該当状況： ２／３ 

 
３ 事業の進捗の見込みの視点 
【事業の実施のめど，進捗の見通し等】 
 

二層式河川区間(Ｌ＝９５０ｍ)については，平成２０年７月に完成している。 

上流部の遊水地については，用地買収と関連する橋梁設計業務を並行して進め，平成２９年度の完成

を目指す。 

 

 
４ 対応方針案 

対応方針 継続，中止，休止 

理  由 

上中流部で，宅地化の進行に伴い，雨水の流出量が増加しているため，早期の遊水地整

備に向け着手しなければならない。 
遊水地予定地では，既に用地買収済み箇所もあることから，引き続き用地買収を進め，

関連する橋梁設計を行い遊水地の整備を行う必要があるため，事業を継続することとす

る。 
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[箇所図] 

[模式図] 
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断面図やパース等で事業の概要がわかるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[写真２] 

[事業概要]

[写真１]

事業名：河川事業 七瀬川 

下ノ郷橋より上流 
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客観的評価指標（河川事業） 
 

【事業の要件】 

環境・景観への 
配慮事項 

住宅密集地を流れる二層式河川区間において，上部河川には多種の高木・中低木

等を配置した。また，隣接する道路から水辺に近づけるように階段及びスロープを

設置し，親水性のある水辺空間の創造を行った。 

市民と行政の 
パートナーシップ 

国道２４号より上流側の二層式河川上部工の計画について説明会を行い，地元住

民の意見をとり入れた形で整備し，整備後も河川の維持管理に住民が積極的にかか

わる協力体制をつくるなど住民に親しまれる川づくりを目指していく。 

 

【事業の必要性】 

評価項目 評価指標 
該当 

状況 

う
る
お
い 

環境 

□当該事業区間での改修により ph，BOD，SS 等の水質浄化に寄与

する 

□生態系に配慮した計画である ― 

ま
ち
づ
く
り 

歩くまち 
□河川敷緑地空間が向上する 

■河川敷の散策等への活用が可能となる 
１/２ 

土地利用と都市機能

配置 

□計画の各プロセスにおいて関係する地域住民と情報を共有してい

る 
― 

景観 
■景観に配慮した計画である 

■当該事業区間での改修により親水性が向上される 
２/２ 

道と緑 

□当該事業区間での改修により背後住宅地の通風・採光の向上につな

がる 

□氾濫想定区域内における河川改修の進捗により宅地開発・大型店舗

出店が見られる 

― 

くらしの水 

□地震・火災等の災害時に非常時の生活用水・消火用水を確保可能と

する階段工，斜路工，取水ビットが設けられる 

□地震・火災等の災害時に河川空間を避難地，延焼緩衝帯，避難経路

としての活用が可能となる 

■計画流量は現況からの向上率が高い 

□堤防の断面拡大，護岸の緩傾斜化による安全性が向上する 

■改修目標流量に対する現況流下能力の割合（最も厳しい部分で２

２％） 

■現況の治水安全度（２年程度） 

□過去 10 年間の床下浸水回数（０回） 

□過去 10 年間の水防活動の回数（０回） 

■氾濫想定区域内の居住者数（５，１２５人） 

■氾濫想定区域内の災害弱者施設数（６箇所） 

■氾濫想定区域内の工業用地，農業用地，商業用地の面積（０．２２

ha） 

■氾濫想定区域内に鉄道，幹線道路（バス路線等）が含まれる 

□氾濫想定区域内に大学・学術研究機関が含まれる 

□多自然川づくりを採用している 

□イベント・スポーツ等の開催場所として河川敷の活用が可能となる

□当該事業区間の河川敷（又は隣接する道路）が観光地（施設）等を

含んむ観光ネットワークである 

□当該事業計画流域内における河川改修の進捗により下水道整備が

促進する 

７/１７

行政経営の大綱 
□審議会，委員会を通じ地元意見を反映させ事業を進めている 

■計画段階から市民参加により事業を進めている 
１/２ 
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■費用便益分析結果総括表

【事業名】

事業名

事業所管課

１．算出条件

基準年次

供用年度

便益算出手法
（概要）

２．費用

事業費 維持管理費 合計

単純合計（税込み） 102.7 4.3 107.0

単純合計（税抜き） 98.6 4.1 102.7

基準年における

現在価値（C）
※1 161.1 1.4 162.5

（単位：億円）
※1：検討期間（50年）の事業費＋維持管理費（税抜き）に対する基準年における現在価値

３．便益額

供用年次の便益

基準年における

現在価値（B）
※2

（単位：億円）
※2：検討期間（50年）の総便益額に対する基準年における現在価値

４．費用便益分析費

B／C

河川事業　七瀬川

1.90

309.0

899.8

治水経済調査マニュアル（案）（平成17年4
月）

2018年

2011年

建設局水と緑環境部河川整備課
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七瀬川 

費用便益比（Ｂ／Ｃ）の算定 

治水経済調査マニュアル（案）Ｈ１７．４（国土交通省河川局策定）に基づき算定する。 

 

 

●総費用（Ｃ） 

 総費用は，将来または過去における金銭の価値を現時点に割り戻して評価する。 

 また総費用は，消費税額を控除し算出する。（※1） 

 各年度毎の事業費を，割引率４％として現時点の金銭価値に割り戻す。すなわちｎ年前の事

業費は「１．０４ｎ」倍となり，ｎ年後の事業費は「１／１．０４ｎ」倍となる。（※2） 

 工事費，用地費，その他の事業費を現在価値に割り戻した金額は以下のとおりとなる。 

（１）建設費（経費他含む） 

１）工事費（上段：河道改修，下段：遊水地） 

５，５４２     ５，３０８     ８，４９３（百万円）・・・・・・・① 

６００       ５７１       ４６７（百万円）・・・・・・・①‘ 

 

２）用地費（上段：河道改修，下段：遊水地） 

１，３８７     １，３４７     ２，８０６（百万円）・・・・・・・② 

２７７       ２６４       ２６５（百万円）・・・・・・・②‘ 

 

３）その他（補償費・間接費等）（上段：河道改修，下段：遊水地） 

２，２１６     ２，１４０     ３，８４７（百万円）・・・・・・・③ 

２４６       ２３４       ２３２（百万円）・・・・・・・③‘ 

 

４）概算事業費 

①＋②＋③ 

９，１４６     ８，７９５    １５，１４６（百万円）・・・・・・・④ 

① ‘＋②’＋③‘ 

１，１２２     １，０６９       ９６４（百万円）・・・・・・・④‘ 

（全体事業費） 

１０，２６８     ９，８６４    １６，１１０（百万円） 

 

（２）総費用の算定 

１） 維持管理費（上段：河道改修，下段：遊水地） 

本河川の平成２２年度実績に基づいて，維持管理費を７，４００円／ｍ／年と設定し，将

来における金銭の価値を現時点に割り戻す。残事業期間は７年間であり，施設完成後５０年

間の維持管理費を割引率４％として算定する。 

７，４００円／ｍ／年×９５０ｍ×１６．９８＝ １１９（百万円）・・・・・・・・・・・⑤ 

７，４００円／ｍ／年×１４５ｍ×１６．９８＝ １８（百万円）・・・・・・・・・・・⑤‘ 

 

 

（※2）

（※2）

（※2）

（※2）

（※2）

（※2）（※1） 

（※1） 

（※2）（※1） 

（※1） 

（※2）

（※2）（※1） 

（※1） 

（※1） 

（※1） 

（※1） 
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七瀬川 

（参考）維持管理費について 

平成２２年度の維持管理費実績（消費税抜き）は８１３．２（万円） 

よって，維持管理費は 

８１３．２（万円）／１，０９５（ｍ）＝７，４２６（円／ｍ／年） 

                     →７，４００（円／ｍ／年） 

 

２） 総費用（Ｃ）（上段：河道改修，下段：遊水地） 

総費用は概算事業費に維持管理費を加え算定する。 

④＋⑤ 

１５，１４６＋１１９＝１５，２６５（百万円）・・・・・・・・・・・・・・・⑥ 

④‘＋⑤’ 

９６４＋１８＝   ９８２（百万円）・・・・・・・・・・・・・・・・⑥‘ 

 

 

 

●総便益（Ｂ） 

  治水事業の便益は年平均被害軽減期待額で評価するものとし，施設完成後の評価期間（５

０年間）における総便益を算定する。 

年平均被害軽減期待額の算定方法は次のとおり。 

１．大雨時の川の氾濫状況について，事業を実施した場合と事業を実施しない場合の被害額

の差分（被害軽減額）を算定する。 

２．洪水の生起確率を被害軽減額に乗じ，計画対象規模までの被害軽減期待額を累計するこ

とにより年平均被害軽減期待額を算定する。 

 

七瀬川の氾濫ブロックは，地形等を考慮し，東高瀬川合流点～新門丈橋区間を下流部，新門

丈橋区間～琵琶湖疏水地点を中流部，琵琶湖疏水地点～計画上流端を上流部の３ブロックに分

けて検討した。 

今回の評価区間は，下流部河道改修（流入工含む）及び上流部の遊水地である。 

事業計画では，下流部河道改修を完了後，上流部の遊水地の工事を行う計画であることから，

年平均被害軽減期待額は，高水流量に対して以下の４ケースについて算定を行った。 

・上流部・中流部・下流部が現況の場合（未改修） 

・下流部において河道改修のみを行った場合 

・上流部・中流部において遊水地の工事のみを行った場合 

・下流部河道改修及び遊水地の工事を行った場合 

 

七瀬川は流量の計画対象規模が 1/50（５０年に１度の大雨によって川を流れる流量を氾濫さ

せることなく流すことができる改修計画）であるため，流量規模 1/3，1/5，1/10，1/30，1/50

における生起確率を被害軽減額に乗じ，年平均被害軽減期待額を累計する。その結果を以下の

表に示す。 

 

46



七瀬川 

 ブロック区分と事業区分 
年平均被害軽減期待額 

ｂ（百万円） 
備考 

（ⅰ） 下流部 河道改修のみ １，５６６．６  

（ⅱ） 下流部 河道改修＋遊水地 １，５６７．９  

（ⅲ） 中流部 遊水地のみ １３０．３  

（ⅳ） 上流部 遊水地のみ １０１．３  

 

次に将来における金銭の価値を現時点に割り戻して評価する。 

残事業期間は７年間であり，施設完成後の評価期間を５０年間，割引率を４％とした場合，

便益（Ｂ）は以下の表のとおりとなる。 

Ｂ＝ｂ×１６．９８ 

 ブロック区分と事業区分 
便  益 

Ｂ（百万円） 
備考 

（ⅴ） 下流部 河道改修のみ ２６，６００．９  

（ⅵ） 下流部 河道改修＋遊水地 ２６，６２２．９  

（ⅶ） 中流部 遊水地のみ ２，２１２．５  

（ⅷ） 上流部 遊水地のみ １，７２０．１  

 

３ブロック毎に遊水地の便益を検討する。 

・下流部 

遊水地の工事に着手する時点で下流部の河道改修は完了しているため， 

２２．０百万円（ⅵ－ⅴ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑦ 

・中流部 

河道改修が行われる前に遊水地の工事に着手するため， 

２，２１２．５百万円（ⅶ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑧ 

・上流部 

河道改修が行われる前に遊水地の工事に着手するため， 

１，７２０．１百万円（ⅷ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑨ 

 

よって，遊水地の効果としては，３ブロックを合計して，遊水地の便益（Ｂ）は， 

⑦＋⑧＋⑨ 

 ３，９５４．６百万円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑩ 

 

残存価値に関しては，評価対象期間終了時点における価値を便益として計上する。工事費は，

評価対象期間終了時点における残存価値の１０％とする。工事費に対してはａ１を，用地費に

対してはａ２を算定し掛けた。（上段：河道改修，下段：遊水地） 

ａ１＝０．１／１．０４６２＝０．００８８   ａ２＝１／１．０４６２＝０．０８７９ 

① ａ１＋②×ａ２ 

８，４９３×０．００８８＋２，８０６×０．０８７９＝３２１．４（百万円）・・・⑪ 
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① ’×ａ１＋②’×ａ 

４６７×０．００８８＋  ２６５×０．０８７９＝ ２７．４（百万円）・・・⑪‘ 

 

総便益（Ｂ）（上段：河道改修，下段：遊水地） 

総便益は，便益に残存価値を加え算定する。 

ⅴ＋⑪ 

２６，６００．９＋３２１．４＝２６，９２２．３（百万円）・・・・・・・・・・⑫ 

⑩＋⑪’ 

３，９５４．６＋ ２７．４＝ ３，９８２．０（百万円）・・・・・・・・・・・⑫’ 

 

 

●費用対効果（Ｂ／Ｃ） 

以上の結果を踏まえて費用対効果の検討を行った。算定結果を以下に示す。 

  

評価区間 
総費用 

Ｃ（百万円） 

総便益 

Ｂ（百万円） 

費用対効果 

Ｂ／Ｃ 

下流部河道 １５，２６５（⑥） ２６，９２２．３（⑫） １．７７ 

遊水地  ９８２（⑥‘） ３，９８２．０（⑫‘） ４．０７ 

合計 １６，２４７ ３０，９０４．３ １．９０ 

 

 

琵
琶
湖
疏
水

下流部 中流部 上流部

（ブロック分け） 

48


